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（
財
政
金
融
委
員
会
）

租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
最
近
の
経
済
情
勢
等
を
踏
ま
え
、
中
小
企
業
関
係
税
制
の
改
正
及
び
金
融
・
証
券
税
制
の
改
正
を
行
う
と
と

も
に
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
に
対
応
す
る
た
め
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

一
、
中
小
企
業
関
係
税
制

１

中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
同
族
会
社
の
留
保
金
課
税
制
度
の
特
例
と
し
て
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
。

①

留
保
金
課
税
の
不
適
用
措
置
に
つ
い
て
、
中
小
企
業
の
創
造
的
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
中
小
企

業
者
で
、
前
事
業
年
度
の
試
験
研
究
費
及
び
開
発
費
の
合
計
額
の
収
入
金
額
に
対
す
る
割
合
が
三
％
を
超
え
る
も
の

を
適
用
対
象
に
加
え
た
上
、
そ
の
適
用
期
限
を
二
年
延
長
す
る
。

②

資
本
金
一
億
円
以
下
の
同
族
会
社
に
係
る
留
保
金
課
税
の
税
額
を
、
二
年
間
の
措
置
と
し
て
、
五
％
軽
減
す
る
。

２

交
際
費
等
の
損
金
不
算
入
制
度
に
つ
い
て
、
資
本
金
千
万
円
超
五
千
万
円
以
下
の
法
人
に
係
る
定
額
控
除
限
度
額
を
四

百
万
円
（
現
行
三
百
万
円
）
に
引
き
上
げ
る
。
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３

個
人
が
平
成
十
四
年
一
月
一
日
以
後
に
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
特
定
事
業
用
資
産
に
該
当
す
る
一
定
の
取
引
相
場
の

な
い
株
式
等
に
つ
い
て
、
相
続
税
の
課
税
価
格
の
十
％
を
減
額
す
る
。

二
、
金
融
・
証
券
税
制

１

老
人
等
の
少
額
貯
蓄
非
課
税
制
度
を
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
を
も
っ
て
、
障
害
者
等
に
対
す
る
少
額
貯
蓄
非
課
税
制

度
に
改
組
す
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
末
ま
で
の
段
階
的
措
置
と
し
て
、
平
成
十
四

年
末
に
お
い
て
非
課
税
貯
蓄
を
有
す
る
六
十
五
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
末
ま
で
非
課
税
枠
の
範
囲
内
で

利
子
非
課
税
を
継
続
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
以
降
に
六
十
五
歳
以
上
に
な
る
者
に
つ
い
て
は
、
非
課
税

制
度
の
対
象
と
し
な
い
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

２

証
券
会
社
に
設
定
し
た
特
定
口
座
内
の
上
場
株
式
等
の
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
、
簡
便
な
申
告
と
す
る
た
め
、
そ
の
特

定
口
座
外
の
上
場
株
式
等
と
は
区
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
選
択
に
よ
り
、
十
五
％
の
源
泉
徴
収
の

上
、
申
告
不
要
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
税
制
に
つ
い
て
、
適
用
対
象
者
の
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
新
株
予
約
権
の
行
使
に
係

る
権
利
行
使
価
額
の
年
間
限
度
額
を
千
二
百
万
円
（
現
行
千
万
円
）
に
引
き
上
げ
る
。
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４

外
国
の
金
融
機
関
等
が
、
国
内
の
金
融
機
関
と
の
間
で
開
始
し
た
レ
ポ
取
引
（
債
券
の
買
戻
又
は
売
戻
条
件
付
売
買
取

引
）
か
ら
生
ず
る
利
子
に
つ
い
て
、
二
年
間
の
措
置
と
し
て
、
非
課
税
と
す
る
。

三
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
へ
の
対
応

１

平
成
十
四
年
四
月
一
日
以
後
二
年
間
に
中
高
層
耐
火
建
築
物
等
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
登
記
に
対
す
る
登
録
免
許

税
に
つ
い
て
、
所
有
権
の
移
転
登
記
に
係
る
税
率
を
二
・
五
％
（
本
則
五
％
）
に
す
る
等
の
軽
減
措
置
を
講
ず
る
。

２

平
成
十
五
年
末
ま
で
適
用
が
停
止
さ
れ
て
い
る
土
地
等
に
係
る
長
期
譲
渡
所
得
に
対
す
る
税
率
に
つ
い
て
、
課
税
長
期

譲
渡
所
得
金
額
八
千
万
円
超
の
部
分
の
税
率
を
二
十
五
％
（
現
行
三
十
％
）
に
引
き
下
げ
る
。

３

個
人
が
平
成
十
四
年
一
月
一
日
以
後
に
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
特
定
事
業
用
資
産
に
該
当
す
る
一
定
の
山
林
に
つ
い

て
、
相
続
税
の
課
税
価
格
の
五
％
を
減
額
す
る
。

４

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
制
定
に
伴
い
、
情
報
通
信
産
業
特
別
地
区
、
金
融
業
務
特
別
地
区
又
は
特
別
自
由
貿
易
地
域

内
に
お
い
て
新
設
さ
れ
た
認
定
法
人
に
つ
い
て
、
設
立
後
十
年
間
、
地
区
内
で
営
む
特
定
情
報
通
信
事
業
、
金
融
業
務
に

係
る
事
業
又
は
製
造
業
等
か
ら
得
ら
れ
た
所
得
に
つ
い
て
、
三
十
五
％
の
所
得
控
除
を
認
め
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

５

二
千
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
へ
の
出
展
費
用
等
の
支
出
等
に
充
て
る
た
め
の
準
備
金
の
積
立
て
を
認
め
る
日
本
国
際
博
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覧
会
出
展
準
備
金
制
度
を
創
設
す
る
。

四
、
そ
の
他

１

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等
を
退
所
し
た
者
に
対
し
て
福
祉
の
増
進
の
措
置
と
し
て
国
か
ら
支
給
さ
れ
る
一
定
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
所
得
税
を
課
さ
な
い
。

２

製
品
輸
入
額
が
増
加
し
た
場
合
の
特
別
税
額
控
除
制
度
の
廃
止
等
既
存
の
特
別
措
置
の
整
理
合
理
化
を
行
う
と
と
も

に
、
特
別
国
際
金
融
取
引
勘
定
に
係
る
利
子
の
非
課
税
措
置
等
期
限
の
到
来
す
る
特
別
措
置
に
つ
い
て
実
情
に
応
じ
適
用

期
限
を
延
長
す
る
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
別
段
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
除
き
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
平
成
十
四
年
度
の
租
税
減
収
見
込
額
は
、
約
八
十
億
円
で
あ
る
。


